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揚貨装置規則及 び 同検査 要領 改正 の 解説

まえが き

　 「揚貨装置規則1　（以下 ， 「1日規則」 とい う．） は，昭

和 37年 6月本会が 制限荷重等 の 指定 を 行うこ とに な っ

た際に制定 され ， 数次に わた っ て
一
部改正 が加え られた

もの の ，次の （1）か ら〔4）に掲げる ように そ の後の 揚貨装 置

の 進歩 と多様化 に 追随で きず ， ま た ， 社会情勢の変化に

も対応 で きな い 点が多 々 生 じて い た ．

（1） 旧 規則で は，規則制定当時 の 代表的な 揚貨装置で あ

　 っ た デ リッ ク装置に つ い て 詳細な規定 が設け られ て い

　るが ，最近広く用 い られて い る各種ク レ
ー

ン装置及び

　そ の 他 の 装 置に つ い て は詳細な 規定 が 設 け られ て い な

　 い ．

｛2） 滑車 ， ワ イ ヤ ロ ープ等の 揚貨装具に 関する規定が設

　け られて い ない ．

  　旧規則 の 試験 ・検査及び証明書に関す る 規 定 は ，

　ILO （国際労働機関） が 定 め た 「船舶 の 荷積又 は荷卸

　しに使用せ らる る労働者の 災害 に対する保護に 関す る

　条約 （第 32号）」 （1932年改正 ） の 規定 に 基づ い て 制

　定さ れ て い る ． しか し ，
ILO で は ， 1979年 6月 6 日

　に 開催された第 65回会議に お い て こ の 条約の 見直 し

　を行い
， 第 152号条約 「船舶 の 荷役作業に於け る職業

　上 の 安定 と健康 に 関す る条約」 及 び こ の 条約を補足 す

　る第 160号勧告 「船舶の 荷役作業に於ける職業上 の安

　全 と健康 に 関する勧告」を 併せ て 採択 した．こ の 条約

　は，1982年 12月 5 日 に 発効 し，1986年現在，西独を

　は じめ 9 箇国で 批准 されて い る ．

〔4） オ ース トラ リア政府で は ，1986年 11月 17 日か ら施

　行 され た 改正 法令で ， 定期的検査 に於け る荷重試験の

　規定を設 けて い るの で ， 今後は定期的検査 に お ける荷

　重試験 の 規定を設 けて い な い 船級協会は認 め られ な

　 い ．

　以上 の よ うな点を考慮 して ， 今般 ， 規則名を 「揚貨設

備規則 」 と改 め ，規則 14号 「揚貨装置規則を改正す る

規則 （昭和 62年 6 月 30 日付）」，達 17号 「揚貨装置規

則検査要領を改正する達 （昭和 62年 6 月 30 日 付）」，達

20号 「
“RUI 、ES　 FOR 　 THE 　CONSTRUCTION 　AND

SURVEY 　 OF 　 CARGO 　 HANDLING 　 MACHINERY

AND 　GEAR ”

を改正 す る達 （昭和 62年 6月 30 日付）」

及 び 達 22号 rGUIDANCE 　FOR 　THE 　SURVEY 　AND

CONSTRUCTION 　OF 　CARGO 　 HANDLING 　 APP一

LIANCES （昭和 62年 7月 1 日 付）」 lcよ つ て ， 揚貨装

置等 に 関係す る諸規則 の 全面的な 改正 を行 っ た．主な 改

正 点 は，次 の とお りで あ る．

（1｝ ク レ ーン 装置に つ い て 詳細な規定を設 けた．

  揚貨装具に対す る構造及び試験 ・検査の規定を設け

　 た ，

〔3） 荷役用 リフ ト及 び 荷役用 ラ ン プ ウ ェ イ装置は， 主 と

　 して 自動車専用船 に用 い られ て おり，こ れ らの装置に

　対 して も制限荷重の 指定 の 有無に つ い て港湾荷役業者

　か ら指摘さ れ る場合が多 々 あ る こ とか ら， これ らに対

　する制限荷重 の 指定もで きる ように規定を設 けた．

｛4｝ ILO　152条約 ，
　 ILO　160号勧告及び ILO 制定 「船

　舶の 荷役作業 に お け る安全 と健康に 関す る 実行 指 針

　 （1979年版）」 （以下 ， 「ILO 実行指針 」 とい う．） の

　規定を検討 し，現時点 に お い て妥当と判断され る規定

　を可能な限 り採 り入れた ．

  　揚貨装具，荷役用 リフ ト及び荷役用 ラ ン プ ウ ェ イ装

　置 に つ い て規定 した こ とに よ り， 規則名を改 め た ，

揚貨設 備規則 ・同検 査 要領

1章　総　　則

1．1　一　　般

1．1．1 適　　用

　揚貨装置等 の 制限荷重等の指定が ， 原則 と して 申込み

に よ る もの で ある事を明記 した ，た だ し ， 日本籍船舶 に

搭載 され る揚貨装置 は，登 録規則第七条の 二 （1）の 規定に

よ り船級登録を うける又は受けて い る場合に 適 用 さ れ

る．本規則適用 の 流れ図 は，次の 図 1 の よ うに な る．

1．1．2　同等効力

　現時点で 予測 し得 な い よ うな特殊な揚貨装置等及 び本

規則 に 依 らず に設計 ・製造さ れた既成の 揚貨装置等に っ

い て も対応で き る様に規定 した．

Ll ．3　図適用上 の 注意

　揚貨装置等につ い て は ， 船籍国又 は寄港国に お い て ，

本規則と異 な る取 り扱 い を受け る 旨注意を促 した．

1．2 定　　義

1．2．1 定　　義

　デ リ ッ ク装置以外 の 各種 ク レ ーン 装置等の 揚貨装置の

規定及 び 揚貨装具 の 規定を新た に設けた 事 に よ り，必要

な用語 の 定義を定めた ．また ，制限荷重の単位に つ い て
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図 1 　適用 の 流 れ図

は ， 現在 SI 単位系へ の 移行過程 に あ る事及び簡単 の た

め に ト ン （ton）表示で も差 し支え な い よ うに した ．

1．3　配置，構造，材料，溶接等

　配置，構造，材料，溶接等 に つ い て，一
般的 に必要と

考え られ る規定を新に追加 して 規定 した．

1，3．2　構造一般

　本規則 は ， 気象及 び海象が静穏な海域に お い て ， 通常

の ト リム 及 び ヒ ー
ル の もとで 使用 され る揚貨装置及 び 荷

役用 ラ ン プ ウ ェ イ装置に 対 して の み有効で あ り， 要領に

掲げる よ うな装置に つ い て は ， 個 々 の 状況 に 応 じて特別

な考慮 を 払 う必要がある．

1．3．3　直接強度計算

　本規則 に お け る強度要件は ， 原則 と して ， 直接強度計

算に 基 づ くもの と して い る が ， 旧規則の 簡易設計法 を も

認め る もの と した ．

2 章 試験及び検査

　 2章で は ， 検査 に関す る
一
般的な事項を 2，1に ， 日 本

籍船 に 施設す る 揚貨装置の 試験 ・検査 に関す る 事 項 を

2．2 に，制限荷重等の 指定 の 申込み の あ っ た揚貨装置 ，

荷役用ラ ン プ ウ ェ イ装置又 は揚貨装具 の 試験 ・検査に関

す る事項 を 2．3 に，試験 ・ 検 査 の 項 目を揚貨装 置等 に つ

い て そ れ ぞ れ 2．4 に規定 して い る．こ れ らの 規定に は ，

ILO　152条約 ，
　 ILO　160号勧告及び ILO 実行指針 の う

ち重要と判断された規定を取 り入れ て い る．

　各種定期的検査 の 実施 に あtcっ て ，その 呼称及 び実施
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時期等の 詳細が ， 船籍に 応 じて異な る の で 注意する必要

が ある ．そ れ らの 対応を次の 表 1 及び表 2 に 示す．

2．4．6　荷重試 験

　試験荷重は， ILO 実行指針付録 D を取 り入 れ て定め

た ．

3 章　デ リ ッ ク 装置

　本規則 に お け る デ リ ッ ク装置の 強度要件 は，原則 とし

て ， 直接強度計算 に 基づ くもの と して い るが ， 旧規則 の

203か ら 212に規定 され て い た 振 り回 し式デ リッ ク装置

に対す る従来の 簡易設計法を も認 め る もの と した ．

3．2 設計荷重

3．2．1 考慮す べ き荷重

　デ リッ ク装置の 荷役時及び休止時の状態を考え，外洋

及 び荒天時に お い て は荷役作業を行わな い と して ，考慮

すべ き荷重 を 定 め た．また，デ リ ッ ク ブ ーム 先端に 作用

する付加荷重と して ，旧規則の部材寸法決定 の 際 に 設定

さ れ て い た 旧検査要領 203 （1）（a）の 実績値 に 基づ く設計

条件を検査要領に示 した．

3．2．2　滑車の 摩擦力

　旧検査要領 203〔1）（a）の規定で あ る．

3．2．3　船体 の 傾斜に よる付加荷重

　旧規則の部材寸法決定 の 際に仮定されて い た設計条件

を明示 した もの ． こ の値は， II・0 実行指針 7．2 に規定

されて い る値 で あ る ．た だ し， 特別 な場合も考慮 で き る

よ うな斟 酌規定を設 けた．な お，こ の 場合 の 検討要領を

検 査 要領 に 規定 した ．

3・2．4　荷重 の 組合せ

　予想さ れ得 る最も厳しい荷重条件で の設計で あるべ き

旨の 規定 を 設けた．また，けん か 巻 きデ リッ ク装置に あ

っ て は，各 々 の ポ ス トとデ リッ クブーム が 振 り回 し式 デ

リッ ク装 置として の 要件を満足 しな ければ な らな い ．

3．3 デ リッ クポス ト，
マ ス ト及び．ス テ ーの 強度及び構

　 造

3，3．1 強度 の 解析

　 ス テ ーに 用 い る ワ イ ヤ ロ ープの縦弾牲係数の値を ， 旧

規則 の 部材寸法決定の 際に 設定され て い た実績値の 値と

し，
こ の 値を 明示 した．

表 1　 定期的検査 の 呼称等

轡
日　　本

外　　国

新　造 船

製 造 　中

登 録 検 査

初 回検 査

（InltlalSurvey
）

既製入級船

製　造　後

登 録 検 査

初 回 検 査
（InitialSurvey

）

就 航 後 の

装置の新設

臨 時 検 査

（又 は ， 定

期的検査）

置
の

査

　
　

　

ラ

諜
縄

新
の

初
σ
S

デ リッ ク装置
デ リッ ク装置
以外 の 揚貨装

置等
’ 1）

　中 間 検 査 ＋ 定 期 検 査

（船舶 の 検査 の 呼称と一
致）

＊1）

年 次 検 査
　 　 十

定 期 検 査

（Annual
　 Survey
　 　 ÷

Quadrennial
　Thorough
　 Survey）

年 次 詳 細

検　　　　査

（Annual
　Thorough
　Survey）

揚 貨 装 具

年次詳細検査 矧

（Annual
Thorough
Survey）

＊1） 制 限 荷重 等の 指定 の 申し込み が あ っ た 日本籍船 の 荷役 用 ラ ン プ ウ ェ イ装置 及 び そ の 他 の JG の みな し規 定外の 装置並 び に

　 揚貨装具の 定期的検査 の 呼称及 び 実施方法は，外国籍船の もの に倣 う．

表 2　定期的検査の 延 期及 び 繰 り上げ

揚 貨 装 置 の 種 類 検 査 の 種 類 外国籍船の延期

デ リ ッ ク 装 置
定 期 検　査 6　ケ　月

年 次 検　査 3　 ケ　 月

　

　

　
6　 ケ　月

3　 ケ 　月

外国籍船の 繰上げ

所 有 者 の 請 求

に よ り本 会 が

承 認 す る 範 囲

日本籍船の延期／
繰上げ

鋼船規則 B編 1章
1．1 の規定に よ る

船舶の定期的検査

の延期／繰上 げ範

囲
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3．3．2　組合せ荷重 に対 する強度

　許容応力 は，曲げと軸力及 び捩 りに よ るせ ん 断 が 作用

す る 場合の 等価 曲げ応力に対す る応力 と した．また ， 許

容応力の 値は，旧要領の 値で は厳 しす ぎ るきらい が あ っ

た の で ，現状調査の 結果 ， 旧要領で の 規定値 を 若干緩和

した値と した．

3．3．3　ポ ス トの 最小板厚

　
一

般 に，腐食環境下 に ある鋼構造物 に対 す る最小必要

板厚とされて い る値と した．

3．3．4 ポ ス トの構造

　 1日規則 206，209及 び 210並び に 旧要領 209及 び 210

の 諸規定を取 りま と め た ，

3．4　デ リッ クブ
ー

ム の 強度及び構造

3．4．1 一　　般

　 デ リッ クブ ー
ム に つ い て もポ ス トと同様 に直接強度計

算 に 基づ く設計 で あ る 旨規定 したが，振 り回 し式 デ リ ッ

ク装 置の ホ イ ッ プ 荷役を 行 わ な い デ リ ッ ク ブーム は，従

来通 りの JIS　F2201 に よ る もの も認 め得る規定 （規則

3．6．2−2．） と した ．

3．4．2 組合せ 荷重 に対す る強度

　3．3．2に 示す基準と同様の 基準とす る 旧要領 に 示 さ れ

て い た もの を規則規定と した もの で あ る．

3．4．3　座屈強度

　座屈強度の 検討は，Johnsonの 実験公式 を 修 正 し ，

DIN 規格の与え る ω 法とほ ぼ同等か つ 若干の 安全側 の

基準とな る簡易式 （A 参照）を板材及び円筒材につ い て

夫 々 与 え た．

3．4．4 組合 せ 圧縮応力

　曲げと圧縮の 作用す る場合の 作用応力 と して は ， 夫 々

の モ ードの 圧縮応力 に 分離 して 考え られ るが ， こ の 場合

に お い て，許容圧縮応力 で規定す る こ とは，圧縮応力が

曲げ応力よ りも近 い と き安全側すぎ る の で 修正 し た ，

（B参照）

3．4．5　ヂ リ ッ ク ブーム の 最小板厚

　旧規則 212−2．〔3）の 規定 で ある．

3．4．7 脱落防止装置

　旧規則 212−1．の規定で ある．

3．5 振 り回 し式 デ リッ ク装置の ポ ス ト及び ス テーに対

　 す る簡易計算

　旧規則制定後に多数の 実績を有す る振 り回し式デ リ ッ

ク装置の 設計基準の 規定を も認め られ る の で ， 旧規則及

び 検査要領 の 規定を取 りまとめ て本規則 と した．

3．6 デ リ ッ クプ
ー

ム に対す る簡易計算

　規則 3．5 と同様 に，旧 規則及 び 検査要領 の 規定を取 り

まとめて 本規則とした．

4 章 　ク レーン装置

　ク レ
ー

ン 装置 に つ い て，直接強度計算に 基 づ く設計要

件等 の 規定を新 た に 設 けた ．

4．2 設計荷重

4．2．1 考慮す べ き荷重

　JIS　 B8821 「ク レ ーン 鋼構造部分 の 計算基準」 に 於け

る 5章の規定を参考に して定め た ．着氷の 影響等に つ い

て は ， そ の 他本会 の 必要 と認 め る荷重 に含めるもの と し

た．

4．2．2　衝撃付加荷重

　JIS　 B8821 の 規定を参考 に して定 めた．ただ し， 衝

撃荷重を巻上げ荷重と付加荷重と に 分けて 取 り扱うこ と

に し，巻上 げ荷重 の 定義 を規則 1．2．105に示した ．

4．2，4　水平荷重

　水平荷重と して 慣性力， 遠 心 力及 び車輪側方力を ク レ

ーン 装置の 種類に 応 じて 考慮す るもの と して ，夫 々 の 荷

重 の 算定方法 を JIS　 B8821 の 規定を参考 に して 定 め た，

4．2．5 風荷重

　設計風速は鋼船規則 p 編 4．1，2 の規定を準用 した が ，

通常時 の 最小値は ， 安全側を見込 ん で 異常荷重状態 の も

の とした．風圧 の 算定 も同 じくP 編の規定を 準 用 し た

が ，形状係数の 考え方は JIS　 B8821 の 規定を 採り入れ

て 定 め た ．

4．2．6　緩衝器と の衝突荷重

　JIS　 B8821 の 規定を採 り入 れ て 定め た．

4．2．7 船体の傾斜に よる付加荷重

　荷役時 の 設計条件 は，規則 3．2．3 の 規定 と同様とす る

が ， 格納時の 設計条件に つ い て は ， 他の揚貨装置規則等

で r 般に定め られて い る条件を こ こ で も規定す る こ と と

した．ま た，規則 3．2．3で の 規定 と同様に ， 特別な場合

も考慮 で きるよ うな斟酌規定を設 けた．

4．2．8 船体 の 運動 に よる付加荷重

　他 の 揚貲装置規則等 で
一
般 に 定 め られて い る設計条件

を こ こ で も規定す る こ とと した が，この規定に よ らず，

当該船舶の運動に関する資料に 基づ く荷重算定も許容で

きるもの と した ．

4，2．9　荷重 の 組合せ

　予想 され 得る 最 も厳 しい 荷重状態 の 下で 設計さ れ る事

を原則 と して荷役時及 び格納時夫 々 の 場合に つ い て 考慮

す べ き荷重を と りま と め て 示 した．また ， ク レ ーン の 作

業性及 び 重要性を考慮 して ， 主要な荷重 に つ い て は荷重

の 割増 しを 考慮す べ きとい う主 旨で ， JIS　B8821 に規

定 され て い る作業係数 の 値を採 り入 れ て 定め た ．

4．3　強度及び構造
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4，3．1 一　　般

　直接強度計算に よ る強度解析を指示する と共に ， 強度

解析を行 う上 で の
一般 的な注意 に つ い て 記 述 した．ま

た ，
ク レ ーン 装置の 旋回環 に つ い て 堤出を要す る図面 ，

資料等を要領に て 示 した，

4，3．2　組合せ荷重 に対す る 強度

　許容応力に つ い て は ， 先ず ， 引張応力に対 して 夫 々 の

荷重状態 に 応 じて ，JIS　 B882ユの 6章 に 規定 されて い

る安全率に基づ い て定めた ．他の応力 の 種類 に 対 し て

は ， 引張応力を基準に して ， ミゼ ス の降伏条件か ら定め

た．た だ し， 圧縮応力に つ い て は ，

一般 に 弾性学上，引

張 と圧縮は同等で あるべ きだが ， 構造部材 の 初期歪や溶

接に よる残留応力等 の 影響を考えた場合 ， 同
一

の引張或

い は圧縮荷重 に よ り生 じる 応力 は 圧縮の場合で大きくな

る の で ， 許容応力に安全率を加味する方が合理的で ある

と い う考え に 立 っ て ，規定の 値と した．また，板 の 支圧

応力 は一
搬 に 継手の 形式，リベ

ッ トの 本数 ， 板厚及び リ

ベ ッ トの 穴径等 の 要因に より種 々 異なるもの で あ り，板

の 支圧応力 と板 の 引 張応力 と の 比 は ，1．25〜1．50 と言 わ

れ て い る．こ れ らの 事由 を 鑑み ，
こ こ で は規定 の 値 とし

た．

　 ク レ ーン ポ ス トの 基部に つ い て は ， 船体構造との 強度

の 連続性を考慮して ， 規則 3．3．2に規定 した ポ ス トの 許

容応力を準用するもの とした、

4．3．5　疲労強度

　要す れ ば疲労強度 の 検討を行 うべ きで あ るが，こ こ で

は具体的な検討手法 に つ い て は触れず，精神規定に とど

めた．

4．3．6　最小板厚

　規則 3．3．3 と同
一主 旨で 定め た ．

4．3．9 施回環取付 けボル ト

　通常 ， 遅 れ破壊は ， 1．18kN ！mm2 〜1．30　kNlmm2 で

よ く生 じると言われ て い るの で，安全側 の値を採る意 味

か ら JIS　 B1051 表 1 の 強度区分 10．　9 か ら採り入れ て定

め た ．また ， 取付けボ ル トに生 じ る応力の 算定式は，他

の 揚貨装置規則 で 規定されて い る算式と同じで あ る．

4．4 走行ク レーン装置に対す る特別要求

　 走行ク レ ーン 装置に 対する 「 般的注意事項等を，JIS

B8821の規定を参考 に して とりまとめた ．

5 章　荷役 金物

　本章の 規定 は，旧規則 213及び検査要領 213の規定を

取りまとめた ．

6章　揚貨装具

　揚貨装具に つ い て は，ILO 実行指針の 規定を主 に，

JIS 及び鋼船規則 L 編の 規定等を参考に して定め た．

6．2　滑　　車

6．2．1　 ワ イヤ ロ
ープ 用 滑車

　 ワ イヤ ロ ープ 用滑車 の 構造要件は，ILO 実行指針 6．4

の 設計要件を参考 に 定 め た．また，エ コ ライ ザーシ ープ

及 び過負荷防止装置用 シ ープ に対 して は ， 検査要領に具

体的な斜酌規定を設けた ，

6．2．2 繊維 ロ
ー

プ用滑車

　繊維 ロ ープ用滑車 の 構造要件は， ILO 実行指針 12．1

の 設計要件を参考に定めた ．

6．3　 ロ
ープ

6．3．1　ワ イ ヤ ロ
ープ

　 ワ イ ヤ ロ ープの 安全係数 の規定 は ， ILO実行指針 ・付

録 E1．1を採 り入れ て 定めた ．ま た ， 検査要領に ワ イ ヤ

ーロ ープ の 端末処理 に 関する規定を ILO 実行指針 9．5

及び 9．6を採り入 れて 定 め た．

6．3．2　繊維 ロ ープ

　繊維 ロ ープ の最小径 の規定は， ILO 実行指針 10．1を

採 り入れ，安全係数 の 規定は，ILO 実行指針 ・ 付録 E2 ．1

を採 り入れ て 定 め た．

6，4　そ の他の揚貨装具

6，4．1　一　　般

　本章 に 定め られ て い な い 揚貨装具に つ い て は ， ILO実

行指針に規定 され て い る安全係数の うち，最 も安全側 の

もの を 採 り入 れ て 定め た ．

7 章 揚貨装置駆 動 シ ス テ ム

7．1 一　　般

7．1．1 適　　用

　荷役用ラ ン プ ウ ェ イ装 置に対する規則の適用が ， 制限

荷重 の 指定 の 申込 みがあ る場合に限 られ る の で ， 同装置

に 用 い る ウ イ ン チ に対 して は規定を斟酌で き，そ の 詳細

を検査要領に示 した．

7．2 機械装置

7．2．2 巻き上げ装置

　ILO 実行指針 4．4，4．7，4．8 及 び 8．1の うち，必要な

規定を採り入れて 定 めた ．

7．4　制御， 警報及び安全装置

7．4，2　制御装置

　ILO 実行指針 4．3 の 規定か ら採り入れて定め た ．

7．4．3　安全装置

　ILO 実行指針 4．11及び 4．13の規定か ら採 り入 れ て
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定め た．また ， 各種装置毎に具体的な規定を ILO 実行

指針 4．4，4．11，4．12，4．13，13．1， 13．4及び 13．5 の

規定か ら採り入れて 要領に 定 め た ．

7、4．4　保護装置

　 ILO 実行指針 4．26， 4．29及 び 13．3 の 規定か ら採 り

入れて定め た．

　 8 章　荷役用 リ フ ト及び荷役用 ラ ン プ ウ ェ イ

　　　 装置

8．2 設計荷重

8．2．1 考慮す べ き 荷重

　 外板の一部を形成す る装置で あ っ て ， 波浪変動圧の影

響を受け る部材に つ い て は，こ の 荷重を考慮する必要 の

あ る 旨規定 した ．

8．2．2 風 荷 重

　 規則 4．2．5 と同 じ．

8．2．3 波 荷 重

　 鋼船規則 C 編 16章に お ける 外板の板厚 の 規定式に 含

まれ て い る波浪変動圧の 項を用い る こ と と し， 乾舷甲板

以上 の部分に対す る修正 係数 （D！（D ＋ 2hs））を乗 じて ，

波荷重 の 簡易算定式 とした．

8，2．4　船体の傾斜に よる付加荷重

　原則 として ，規則 4．2．7 の に準 じる旨を要領に規定 し

た ．

8・2・6 荷重 の 組合せ

　 予想 され る最 も荷重状態 の下で設計され る事を原則 と

して ， 各装置の 荷役時及 び格納時 の 夫 々 の 場合に つ い て

考慮すべ き荷重 を とりま とめ て示 した ．ま た ， 荷役用 ラ

ン プ ウ ェ イ装 置の 荷役時に お い て は ， そ の 状態 に 応 じた

荷重係数を乗 じて 考慮する こ とと した．

8．3　強度及び構造

8．3．1　一　　般

　荷役用 ラ ン プ ウ ェ イ装置に つ い て ， 鋼船規則 C 編 17

章に規定され て い る車両甲板 に対す る規定と同
一

主 旨の

規定を設けた．また，IACS 　UR 　S8 に規定 され て い る

一般的な強度要件を採り入 れ て 定め た．

8．3．2 組合 せ荷重 に 対する強度

　規則 4．3．2 と同
一

主 旨で ， 装置の状態に応 じ て 定 め

た．

8．3．3 主要構造部 の 板厚

　規則 4．3．1 と 同様に IACS　UR 　S8 に規定 され て い る

構造強度要件を採 り入れ て 定 め た．

8．3．4　最 ’亅、極醇

　規則 4．3．6 と同一主 旨で定め た 、

8．3．5　許容たわみ量

　実績を考慮 して 許容た わ み量の 目安を規則 で 与 え た

が，他 の 場合 で あ っ て も検討 の 余地 の あ る こ とを要領で

示 した ．

8，3．7　荷役用 ラ ン プ ウ ェ イ 装置の格納時の固縛

　荷役用 ラ ン プ ウ ェ イ装置の 格納時 の 固縛 に 関 して必要

と考え られ る
一般的注意事項を規定 した．

9 章 制限荷 重等 の 指定及び表示並びに 証明

　　書等

　従来か ら行 っ て い る揚貨装置等の制限荷重等の 指定及

び 証明書等 の 取 り扱 い に つ い て 具体的 に 規定 した他，制

限荷重等の 標示 に 関する規定を ILO 条約 に 準拠 して 新

に 規定 した．

参考A 　座屈強度

　座屈強度基準と して ， ク レ
ー

ン 鋼構造物に対 して 広 く

適用 され て い る DIN 規格の ω 法を念頭 に お い て 考え

た．同基準 に於 て は，弾性範囲内を Eular の式で ， 塑性

範囲内を Je2ek の 式を用い て ，

　 　 　 　 　 π
2E

　　　　　　　　（弾性範囲内）　　 　　 　　 …（A −1）　 　 　 λ2ニ
　 　 　 　 　 σkt

・ 一 響｛・一 。篝 ・ α 25（讚淵

　　　　
一
… 5（。響器）

8

｝讎 鯛 内）…（A −2）

こ こ で ，　 akt ： 弾性座屈応力　　E ： ヤ ン グ率

　　　　 σhe ：塑性座屈応力　　 π ： 円周率

　　　　 av ：部材 の 降伏応力

　　　　 m 　： 2．317（0．05一ト0．0022）

　　　　　R ：部材 の 細長比

　 　 σ ca
ω ＝

　 　 σka
…（A −3）

　　 σ ka ＝一塑 一（弾性範囲内），σ 舳 ；亜 （塑性範囲内）
　 　 　 　 　 Vki　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Vkr

　 こ こで ，
σ ・a ：許容圧縮応力

　　　　　 Vki ：弾性座屈応力 に対す る安全率

　　　　　 σFa ：許容座屈応力

　　　　　 Vhe　：塑性座屈応力 に対す る安全率

と定義され る ω の値を表に与え て い る ．こ こ で ， （A −2）

式が closed　formで 解 けな い の で ，簡単 の た め，塑性

座屈応力の 算定を以下 の Johnson の実験公式を 用い る

と，

　　　　　　　 avt え2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …（A −4）　 　 σkr＝σ v
−

　 　 　 　 　 　 　 4π
2E

弾性座屈と塑性座屈 の 境界 は，aki ；akr と お くこ とに よ
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り，

　　　・一厚
で 求め られ，A≧λ。 で 弾性座屈 ，

な る，こ こ で ，

　 　 　 　 　 ay

と定義すれば，

と な り，

　　　　　　一メ ン ト及び最大軸圧縮応力は，次式で表わせ る．

…
（A −5） 　 愾 一 ・ ・ sec寺》吾 　 …（B −・）

2〈λo で 塑性座屈，と

γ
＝一璽 （λ≧ A。），γ

； 彑 　（λ＜ 20）　　…（A −6）

r・・t（÷）
2

（・≧ ・・）・

a
写

・キ ÷（÷）
2

（・＜・の

ω コ レ是・．1 （2≧A。），

　 　 ン　　 r

ω ； 2彑 ．⊥ （λくえ。）
　 　 ン　　 γ

…（A −7）

…（A −−8）

　 こ こ で，レ ：許容圧縮応力 の 安全率

・ ・ 聯 求・ ・れ ・・DIN 規綿 （
v・＝1．725
レki＝ 2，5
レkr＝1．5）・

安全率を定め て い る が ， こ の安全率で もっ て （A −8）式の

ω 係数を求め れば，2＝2
。 の 点に於 い て不連続とな る．

従 っ て ， 塑性座屈応力を Johnsonの公式か ら算定 し ，

か つ ， DIN 規格の ω 係数値と 同等 の 値を与え るた め

に ， 塑性座屈応力に対す る安全係数　VAr の値を細長比 2

の 値に 応 じて ，以下の ように変化させ て 考え る．

　レkr の 値を 図 A −1の よ うに考 え た 場合，（A −8）式 で 与

え られ る ω 係数値 は，DIN 規格 の 与 え る ω 係数値 と

同等 か つ 若干 の 安全側 と して 与え られ る．

　 レ 12

．5

2，0

1．725

1，5
　 0．O

（λ／λo）

λo ｝十 〇．2（A／Rs）2

　 　 　 　 　 　 LO
　　　 λ／λo

図 A −1　座屈安全係数 の 変化

参考B 　組合せ圧縮応力

　柱に 圧縮応力と 曲げ応力が作用する場合，最大曲げ モ

・…
一 尋（1・ 挈・ ecl 》畫1）

こ こ で ，

＝2 ＋　η M ＿

　　　　 ρ
2A　 AP

；偏心軸圧縮力　E ： ヤ ン グ率

e ：偏心量

A ：断面積

η ： 中立軸か ら最外縁ま で の 距離

1 ：柱長

p ：断面二 次半径 で ， ρ
＝！VIIA

…（B −2）

1 ：断面二 次モ ー
メ ン ト

　（B −2）式を軸力成分 と曲げ成分 に分離すれば，

　　 。 max ＝ ＿1iL＋ η Mm 。 x ＿2 ＋ ユ ．
　　　　　　 A 　　ρ

2A
　　　　　　A　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　l

　　M
…

一吾 ・ ｛黷艶 愉 　 …（B −3）

　 こ こ で ，ac ：軸圧縮応力　σ b ： 曲げに よ る圧縮応力

と な り ， （B −3）式に ω 係数を導入すれば ，

　　　 aea ＝・toac 十 σb 　　　　　　　　　　　　　…（B −4）

とな るが，許容圧縮応力 と許容曲げ応力が 異 な る 場合，

（B −4）式は ， 圧縮応力が，曲げ応力 より低 い 場合安全側

過 ぎるの で ， 次式 の よ うに修正を施す．

　　　ω σ c 十 一望4＿σ b＝ata 　　　　　　　　　　　…（B −5）
　 　 　 　 　 　 σ a

　 こ こ で ，Oa ：許容曲げ応力

（B −5）式 を 変形す れ ば，以下 の よ うに な る．

ω 　
σ c

十 ＿壘一＝1
　 ata 　　　　σ a

　許容圧縮応力が，

…（B −6）

こ こで ，　　 　　 　　 　　 ac α ＝ σ eα ノω と与 え られ る の

で ， 組合せ 圧縮応力状態で の 部材の 座屈強度は ， 次式 で

与え られ る．

σ 6
＋ 」生 ≦ 1．0

σ ca 　　　　aa

…（B −7）

参考C 　附則 （昭 和 62年 6月 30 日規則 14号）

1． こ の 規則は， 昭和 62年 9月 1 日 か ら施行す る．

2．　 こ の規則の施行の 日　（以下 「施行日 」 とい う．）前

　に登録検 査 の 申込 み の あ っ た船舶 （以下 「現存船」と

　 い う．） に 施設する揚貸装置 及 び 揚貨装具 （施行日以

　降に新た に又は追加 して 施設する よ う申込み の あ っ た

　もの を除く．） に つ い て は， こ の 規則 に よ り改正 され

　た揚貨設備規則 （以下 「新規則」とい う．）の 規定 （第
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　 2章及 び 第 9章 の 規定を除 く．） に かかわ らず，なお

　従前の例に よ る．

3． 施行 日 前 に 申込 みの あ っ た揚貨装置及 び 揚貨装具 の

検査，試験 ，制限荷重等 の 指定若 しくは標示又 は証 明

書等の 発行に つ い て は ， 新規則 の 第 2章又は第 9章 の

規定 に かかわ らず，な お従前 の 例 に よ る ．
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